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説明会補足資料 

令和４～６年度入札参加資格（工事・業務）定期申請について 

島根県土木総務課建設産業対策室 

１．資格申請システムを利用した電子（インターネット）申請について 
●入り口について【お気に入り登録をお願いします】 
・資格申請システム（入口）【島根県電子調達共同利用システムポータルサイト】 
 【注意】稼働時間：自治体開庁日 8時～23時（不稼働日：土日、祝日、12.29～1.3） 
https://choutatsuweb.pref.shimane.lg.jp/portal/ 
・島根県土木総務課建設産業対策室ホームページ 
https://www.pref.shimane.lg.jp/kensetsu_sangyo/

２．電子申請の前に確認することについて 
  ●「R4～6 年度定期申請を始める前に確認すること」（島根県ホームページ掲載）を確認 
   ・パソコン動作環境 ・前回名簿（H31・32）の確認（利用者登録番号を控える） 
   ・ID・パスワードを忘れた場合 ・確認用 URL について（ID・PASS の発行・再発行時） 

３．手引きについて 
  ●手引きの種類と位置づけ 
 【工事】建設工事入札参加資格申請の手引き 
   ①手引き（共通編：工事）       ・・・参加自治体共通の手引き 
   ②手引き（個別編：工事）       ・・・各自治体が作成する申請の手引き 
   ③手引き（操作マニュアル編：工事）  ・・・システム操作マニュアル 
   ④手引き（個別情報編：工事）     ・・・各参加自治体が設定した個別情報画 

面の内容と入力方法の手引き 
 【業務】測量、建設コンサルタント業務等入札参加資格申請の手引き 
   ①手引き（共通編：業務）       ・・・参加自治体共通の手引き 
   ②手引き（個別編：業務）       ・・・各自治体が作成する申請の手引き 
   ③手引き（操作マニュアル編：業務）  ・・・システム操作マニュアル 
   ④手引き（技術者情報・個別情報編：業務）・・・参加自治体共通の有資格者数画面及 

び各参加自治体が設定した個別情 
報画面の内容と入力方法の手引き 

     ※②手引き（個別編）については各自治体が作成する申請手引きを確認（資料は県版） 
※④手引き（工事・業務）については 11月下旬に島根県ホームページに掲載予定 
（参加自治体である県及び 14市町全ての情報が一括で掲載されます） 
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４．添付資料について 
  ●添付書類の種類 
   ・共通添付書類・・・ルールに基づき決定される共通審査団体（１団体）に送付する書類 

（①手引き（共通編：工事・業務）、②各自治体作成の手引き（個別編）） 
   ・個別添付書類・・・申請した各自治体がそれぞれに求める個別の書類で、申請全自治体 

へ各々送付する書類（②各自治体が作成する手引きを確認） 
    ※システム登録のみでは審査は完了しないため、必ず添付書類の送付が必要

●添付書類の提出方法 
・共通審査団体が島根県の場合は、共通添付書類と個別添付書類を１つのＡ４版ファイル
に綴じて提出【工事（黄色）】、【業務（ピンク色）】 

   ※共通添付書類が上になるようにファイルに綴じて提出  
※ファイルの表紙および背表紙に会社名を記載 
・共通審査団体が市町の場合は、各自治体が作成する申請の手引き等で提出方法を確認し 

    て提出 
   ・各市町に提出する個別書類の提出方法についても、各自治体が作成する申請の手引き等 

で提出方法を確認して提出 

【注意】 
 提出先が島根県の場合「（島根県庁）土木総務課建設産業対策室」が提出先です。 
 各県土整備事務所（局）では受け付けませんのでご注意ください。 

５．申請期間中の問い合わせ先について 
  ●期間中（R3.12.1～R4.1.16）の電話対応 
   ・申請に関すること（記入内容や添付書類について） 

⇒ 建設産業対策室【0852-22-6429】および各申請自治体【手引き（共通編）参照】 
   ・資格申請システムに関すること（予備登録や操作方法について） 
    ⇒ ヘルプデスク【0852-25-6701】（受付時間：県庁開庁日 9:00～17:00） 
   ※期間中は回線が大変混雑しますので、問い合わせ時間/1回を制限する場合があります 

事前の確認（手引き）にご協力願います 
   ※ＨＰの説明会資料掲載箇所に質問票がありますので、メールもご活用ください 

●過去にあった問合せ内容に対する回答をホームページに掲載「よくある問合せ」してあり
ますので、問合せ前の確認にご協力お願いします。 


